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政策評価の枠組みについて  

○ 政策評価は、各行政機関が所掌する政策について、適時に政策効果を把握し、必要性・効率性・有効性等の観点   
から、自己評価を行い、政策の企画立案や政策に基づく活動を的確に行うための重要な情報を提供するものです。  

○ 政策評価を、新たな政策（予算、組織一定員要求を含む）の企画立案【plan】q実施【Do】一評価【check】一見直   
し・改善【Action】を主要な要素とする政策のマネジメントサイクルの中に明確に組み込み、実施することにより、政   
策の質の向上や職員の意識改革などが進み、効率的で質の高い成果重視の行政が実現されるとともに、国民に   
対する行政の説明責任（アカウンタビリテイ）の徹底につながります。  

P、DCÅによる政策マネジメントサイクル  

3 Check 4 Action 

政策評価  

政策の見直し・改善  政策の実施  政策効果の把握分析  政策の立案  

※ 政策評価は、政策評価制度の実効性を高め、国民の信頼を一層向上させることを目的として制定された「行政機関が行う政策の評   
価に関する法律」に基づいて実施されています。   



平成22年度～  厚生労働省 政策の改善への取組  

政策評価の拡充  

厚生労働省では、行政評価法（※）に基づき、施策ごとに評価を行い、その  
結果を予算要求等へ反映させる政策評価を実施。以下のとおり、Che¢k  
の仕組みの拡充を行い、施策の改善に結びつける。  

（1）現状把握の徹底【担当部局】 →改善できるものはすぐに施策へ反映  

担当部局が施策の実施状況をより迅速・こまめに把握する仕組みを構築  
一事業者からの報告聴取、苦情・相談の分析、自治体職員との交流等  

（2）アフターサービス室の設置 →改善できるものはすぐに施兼へ反映  

外部の有識者で構成されるアフターサービス室を設置  
一施策の実施状況の把握、効果の測定等を行い、担当部局へ報告  

（3）有識者による評価内容のチェック【第3者】  

現行の有識者会議に加え、各施策ごとに、評価書の作成にあたって外部  

の有識者の意見を聴取一審議会に諮る、有識者（弁護士、公認会計士、  
学識経験者、マスコミ関係者等）に個別又は検討会を立ち上げ依梧する等  

（4）国民によるチェックを機能させる →国民を向いた行政運営へ  

国民に伝える－評価書の様式の改善・HPの改善（分かりやすいもめへ）  
国民の意見を拝聴する－HPにおいて、政策評価の方法や評価結果に関  
する御意見を随時メールで受け付ける  
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※「行政機関が行う政策の評価に関する法律」（平成13年法律第86号）   



厚生労働省における政策評価の拡充（平成22年度～）  
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【政策評価制度の目的】  

① 国民に対する行政の説明責任を果たすこと  

② 国民本位の効率的で質の高い行政を実現すること  

③ 国民の視点に立ち、成果重視の行政を実現すること   



厚生労働省の使命と基本目標  
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